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1発電事業者としての意⾒

 補正インバランス料⾦については，発電事業者の⽴場として，以下により
将来に向けて段階的にＣ値を引き上げることが望ましいと考えます。

① 電源の安定稼働，燃料消費の予⾒性向上に関する理由

② 追加供給⼒の積み上げに関する理由

 なお，以下の観点から，引き上げについては段階的な実施が望ましいと考えるものです。

〇 各市場の成熟度合いならびに事業環境の継続的な変化



2電源の安定稼働・燃料消費の予⾒性向上について

Ｃ値引き上げ

不⾜インバランス・価格⾼騰リスク回避の
インセンティブ増加

事前に供給⼒を確保する動きの強化

相対取引の引き合い増加

⽕⼒電源の安定稼働
燃料消費の予⾒性向上

電⼒システムの
安定性向上

 C値が引き上げられることによって，インバランス料⾦の本来の目的である価格シグナル効果が
発揮され，系統利⽤者に適切なインセンティブ（計画遵守インセンティブ）が働くことが期待
できます。

 系統利⽤者が不⾜インバランスを回避するインセンティブが⾼まり，各事業者がより蓋然性の⾼
い供給⼒を事前に確保する動きが強まれば，相対取引の引き合いが多くなることも予想され
ます。

 また，C値の引き上げに伴い，需給ひっ迫が予想される場合には，卸電⼒取引市場の価格が⾼騰
し，各事業者の調達費⽤が上昇することが考えらえれますが，価格⾼騰リスクを回避する
ために事前の調達⾏動が促進されることとなれば，先物市場や相対取引の活性化につながる
ものと思われます。

 その結果，⽕⼒電源の安定稼働や燃料消費の予⾒性向上につながり，電⼒システムの安定性が
⾼まるものと考えております。

C値の引き上げにより
先物市場や相対取引等が活性化



3追加的な供給⼒確保について

 電源の停⽌作業については，⼗分な供給⼒が確保されていることを確認のうえ実施時期を選定
しておりますが，近年は，作業期間や作業員確保等の⾯で，時期の調整の困難さが増している
状況にあります。

 また，需給ひっ迫時には，一般送配電事業者から，需給状況改善のために計画していた停⽌作業
の調整が求められることがありますが，実施直前での調整が必要となった場合には，更なる困難
が伴うことになります。

 需給ひっ迫が起きにくい状況とするためには，容量市場における容量確保必要量を引き上げる
ことが考えられますが，これを満⾜するために新たな電源を建設する場合，建設リードタイムと
⼤きなコストがかかり，国⺠負担も増⼤する懸念があります。

 容量確保必要量を引き上げることなく，需給ひっ迫時に供給⼒を積み上げるためには，電源側・
需要側の能⼒を限界まで引き出すことが必要と考えられますが，C値を引き上げることは潜在的
DRや⾃家発の供出促進につながり，追加的な供給⼒確保に有効な⼿段であると考えます。

DR・自家発の
供出促進インセンティブ容量確保必要量の

引き上げは
国⺠負担増⼤
のおそれ

作業停止スケジュールを調整しても
⾼需要期の回避が不可能



4段階的な増加とすべき理由について

 2024年度のC値については，
・小売事業者にとってのリスク回避⼿段が未成熟であること
・2024年度は小売事業者の事業環境の⼤きな変化が予想されること

等により価格が据置になったものと認識しております。

 2025年度に向けた状況変化としては，
・電⼒先物市場やベースロード市場等の整備がある程度進展していること
・容量市場の実需給開始から1年経過すること

等が挙げられます。

 しかしながら，事業者を取り巻く状況は，現在も様々な改善が図られつつ
変化を続けていることから，C値の引き上げについても，⾜元の状況を踏まえた
段階的な引き上げが望ましいものと考えます。


